
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．５７  ２００８年０６月３０日 

 

台湾特許（実用新案・意匠）出願の審査に係る指定期間の計算について 

 

経済部知的財産局より、２００８年９月１日以降、特許出願、実用新案登録出願及び意匠出願に対

する初審査及び再審査に係る通知書における指定期間の計算について、現行の日単位から月単位に

変更することが２００８年０６月２６日付で公表されました。 

また、期間の起算日は従前通り通知書送達日の翌日ですが、その末日は、最後の月においてその

起算日に応当する日の前日となります。 

但し、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日となり、更に、その末日が行政機関の休

日に当たるときは、その休日の翌日をもってその期間の末日となります。 

 

例えば、次のような例が挙げられます。 

（１）指定期間は３ヶ月とし通知書の送達日が 8 月３１日である場合は、９月１日が起算日となり、 

１１月３０日がその期間の末日となります。 

（２）指定期間は３ヶ月とし通知書の送達日が８月３０日である場合は、８月３１日が起算日となり、 

１１月３０日がその期間の末日となります。 

（３）期間の末日が１０月１０日（国の祭日）の場合は、その翌日である１０月１１日がその期間の 

末日となります。 

 

なお、２００８年０８月３１日以前に発送された通知書に係る日計算による指定期間については、その

満了日の認定は出願人に不利にならないよう考慮されます。 

 

以上 
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